
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を含む）の更新許可申請の添付書類 

 

 
必要書類 様式等 省略可 

1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書（特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書） 様式第６号（様式第１２号）  

2 事業計画の概要を記載した書類 

別紙１-１～１-５ 

別紙２（運搬車両の写真） 

別紙３（運搬容器等の写真） 

※１ 

3 

事業用に供する施設（積替え又は保管の場所を含む。）の構造を明らかにする下記の書類 

 平面図 

 立面図 

 断面図 

 構造図 

 設計計算書 

 当該施設の付近の見取図 

 運搬車両の写真 

 運搬容器等の写真 

4 
申請者が前号に掲げる施設（運搬車両等含む）の所有権を有することを証する書類 

（申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること） 

登記事項証明書（土地等） 

運搬車両の車検証 

又は 

賃貸借契約書 

別紙７（車両の貸借に関する証明書）など 

5 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興セ

ンターの開催する講習会修了証の写し等 
 

6 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 別紙４  

7 

申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における 

 貸借対照表 

 損益計算書 

 株主資本等変動計算書 

 個別注記表 

 納税証明書（法人税） 

 確定申告書の別表１及び別表４の写し 

 

8 

申請者が個人である場合には、直前三年の 

 所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

 所得税の確定申告書の別表１及び別表２の写し 

 資産に関する調書 

納税証明書（所得税） 

別紙５（資産に関する調書） 
 

9 申請者が法人である場合 

申請者の 

 定款又は寄附行為 

 登記事項証明書 

 

10 申請者が個人である場合 

申請者の 

 住民票の写し(本籍地記載) 

 登記されていないことの証明書 

※２ 

11 誓約書 別紙６ 

12 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人 左記に該当する者の 

 住民票の写し（本籍地記載） 

 登記されていないことの証明書 

13 申請者が法人である場合には、その役員全て 

14 申請者に令第六条の十に規定する使用人全て 

15 

申請者が法人である場合において、下記の者がある場合 

発行済株式総数の５％以上の株式を有する株主全て 

出資の額の５％以上の額に相当する出資者全て 

左記に該当する者の 

 住民票の写し（本籍地記載） 

 登記されていないことの証明書 

左記に該当する者が法人である場合は、そ

の登記事項証明書 

16 

廃 PCB等、PCB 汚染物又は PCB 処理物の収集運搬を行う場合 

 運搬容器の構造図 

 連絡設備等の概要を記載した書類 

 事故時における当該廃 PCB 等、PCB汚染物又は PCB処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生

活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具（以下「応急措置

設備等」という。）の概要を記載した書類 

 その業務に直接従事する者が下記の事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類 

① 当該廃 PCB等、PCB汚染物又は PCB処理物の性状に関し特に注意すべき事項 

② 当該廃 PCB等、PCB汚染物又は PCB処理物の性状に応じた取扱い 

③ 事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置 

④ 緊急時における連絡の方法 

別紙１-２ 

別紙１-３ 

別紙１-４ 

別紙１-５ 

別紙３ 

 

PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインにおけ

る技術的方法及び留意事項を網羅するこ

と。 

 

注意点 

 正本１部、副本１部を奈良市廃棄物対策課へ提出してください。 

 住民票は本籍地記載のものを提出してください。 

 住民票、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、納税証明書は発行から３か月以内のものに限ります。 

なお、登記されていないことの証明書及び登記事項証明書の発行については、奈良地方法務局などにご相談ください。 

 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの開催する講習会修了証の有効期限は、新規許可講習会修了証の有効期限は５年間、更新許可講習会修了証

の有効期間は２年間となります。 

※１ 内容に変更がない場合 

※２ 産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業、産業廃棄物処理施設設置許可及び左記に係る変更許可における許可証の提出をした場合（提出許可証は、

許可日から５年を経過しておらず、許可にあたり当該省略措置を受けていないこと） 


